
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  公社債等に係る利子等の取扱い               

Ｑ：平成28年１月１日から、公社債等に係

る利子等の取扱いが変わるそうですが、平成

27年12月31日までに発行された公社債等の利

子はどのように取り扱われますか？ 

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

公社債等に係る利子等の取扱いは、現行で

は、源泉分離課税とされていますが、平成28

年１月１日以後に支払いを受けるべき公社債

等については、「特定公社債等」と「それ以

外の一般公社債等」に区分され、次のように

取り扱われることとなっています。 

 ①特定公社債 

  平成27年12月31日以前に発行されたもの及

び平成28年１月１日以後に発行されたものの

うち、平成28年１月１日以後に支払いを受け

るべきものは、申告分離課税となります。 

  特定公社債とは、国債及び地方債、外国又

は地方公共団体が発行し又は保証する債券、

平成27年12月31日までに発行された公社債等

をいいます。 

 ②それ以外の一般公社債等 

  平成28年１月１日以後に発行されたもので

同日以後に支払いを受けるべきものは、これ

までどおり、源泉分離課税となります。 

  ただし、同族会社が発行した社債利子等(少

人数私募債等)で株主等が支払いを受けるも

のについては総合課税となります。 
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